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人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 可決 24 0 ○ ○

新発田市犯罪被害者等支援条例 総務 可決 23 1 ○ ×

新発田市一般職の職員の給与に関する条例及び新発田市一般職の任期付職員の採
用等に関する条例の一部を改正する条例

総務 可決 20 4 ○ ×

新発田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例 総務 可決 24 0 ○ ○

新発田市個人情報保護条例 総務 可決 20 4 ○ ×

新発田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す
る条例

総務 可決 20 4 ○ ×

新発田市国民健康保険条例 社会文教 可決 24 0 ○ ○

新発田市国民健康保険税条例 社会文教 可決 24 0 ○ ○

新発田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め
る条例

社会文教 可決 22 1 〇 〇 退 ○ ×

新発田市婦人相談員設置条例 社会文教 可決 24 0 ○ ○

新発田市災害弔慰金の支給等に関する条例 社会文教 可決 24 0 ○ ○

新発田市児童クラブ条例 社会文教 可決 24 0 ○ ○

新発田市建築関係手数料条例 経済建設 可決 24 0 ○ ○

一般会計（第９号） 分割付託 可決 24 0 ○ ○

一般会計（第１０号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

一般会計（第１１号） 分割付託 可決 20 4 ○ ×

一般会計（第１２号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

国民健康保険事業特別会計（第３号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

介護保険事業特別会計（第３号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

後期高齢者医療特別会計（第３号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

コミュニティバス事業特別会計（第３号） 総務 可決 24 0 ○ ○

下水道事業会計（第３号） 経済建設 可決 24 0 ○ ○

水道事業会計（第３号） 経済建設 可決 24 0 ○ ○

令和３年新発田市議会１２月定例会 議決結果
令　　和　　会 共道しばた つなぐ会 日本共産党 公明党 無所属
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和解及び損害賠償の額の決定について 社会文教 可決 24 0 ○ ○

新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村
総合事務組合規約の変更について

総務 可決 24 0 ○ ○

字の変更について 総務 可決 24 0 ○ ○

新発田地域広域事務組合議会議員の選挙　※5 当選 25 0 ○ ○

議長不信任案　※6 否決 1 21 × × × ○ 退

※１　「総務」　　：総務常任委員会 ※３　議長は※6の選挙を除き、地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加する全議員数は24人です。

　　　「社会文教」：社会文教常任委員会

　　　「経済建設」：経済建設常任委員会 ※４　「○」：「賛成」したもの

　　　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの 　　　「×」：「賛成以外」のもの

　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決 　　　「退」：採決時に退席したため、表決に参加していないもの

※２　「可決」：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決したもの ※5　議長は選挙権を有するため、表決に参加する全議員数は25人です。

　　　「否決」：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

※6

令　　和　　会 共道しばた つなぐ会 日本共産党 公明党 無所属

※３ ※４

その他

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

人事案件

○ ○ ○ ○ ○

その他

× × × ×

件　名
審査した
委員会
※１

議決
結果
※２

賛
成

反
対

市
長
提
出
議
案

議
会
提
出
議
案

議長（若月学議員）は審議・採決に参加できません。また、中村功議員は副議長として議長の職務を行うため地方自治法第116条により表決に
は参加しません。


